
鳴門市文化会館（撫養町南浜字東浜２４番地７）

１．指定管理の状況

（１）指定管理者

【団体名】

【代表者名】 代表取締役社長　藤原　寛

【所在地】 大阪市中央区難波千日前１１番６号

（２）指定期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日（５年間）

（３）指定管理の内容

①文化事業の実施に関する業務

②ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関する業務

③その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

④施設及び設備の維持管理に関する業務

⑤前各号に掲げる事業に付帯する業務

⑥その他市長が必要と認める業務

２．指定管理者事業報告書概要

（１）管理業務の実施状況

①開館日数： 年間３０８日

②管理体制：

③業務実施状況：

④利用サービス向上への取り組み：

（２）利用等の状況

（３）利用料金収入の状況 （単位：円）

指定管理者制度導入施設平成２９年度決算資料

施設名 担当 文化交流推進課

よしもとグループ（代表団体　株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー）

館長1人、事業責任者1人、事務所職員2人、舞台スタッフ2人、施設管理職員2人

の計8人体制で管理運営業務を実施した。

文化会館の利用促進にむけた周知広報を行いながら効率的な貸館業務を実施した。

また、定期的な保守点検により施設維持管理に努めたほか、防火防災訓練を年３回

実施し災害にも備えた。活性化事業として「NHKのど自慢」「吉本新喜劇ワーク

ショップ発表会＆よしもとキャンタコLIVE」等を、また自主事業として「桂文枝

独演会 創作落語『鳴門第九物語』～ラーゲルに響く交響曲～」「辻本茂雄 絆で

30周年記念ツアー 吉本新喜劇in鳴門」等の事業を実施し、会館及び地域の活性化

を図った。

①ホームページの刷新：ホームページに貸館状況及び公演情報を掲載し、利用促進

に努めた。②情報コーナーの設置：事務所前やロビーに公演情報や市主催事業の掲

示コーナーを設置し、施設利用の活性化、貸館利用促進を図った、③広報拡大：電

子媒体による情報発信のほか、紙媒体での広報としてチラシやポスターを制作。関

連施設等に配布したほか、新聞広告やフリーペーパーへの情報提供を積極的に行い

集客に努めた。④マスメディアの活用：メディア取材を積極的にうけ、イベント紹

介等を通じて市の魅力を発信した。

大ホール 会議室・展示室 リハーサル室 計

利用件数（回） 206 124 283 613

利用者数（人） 134,741 799 3,478 139,018

4,315,238 2,148,942

月 4月 5月 6月 7月 8月

11月 12月 1月 2月

9月

施設利用料 2,343,580 1,826,606 3,418,596 4,649,438

3月

施設利用料 2,238,784 2,240,858 2,068,378 2,963,728 2,080,220 2,710,740

月 10月

合計

33,005,108



（４）管理に係る収支の状況

【収入の部】 （単位：円）

【支出の部】 （単位：円）

差し引き収支額 円（不足分については指定管理者自己負担）

３．平成２９年度鳴門市からの指定管理者への補助金及び委託料

（１）補助金明細

　 な　　し

（２）委託料明細

（単位：円）

項　　　　　　　目 予算額 決算額 増減額 備考

指定管理料 42,000,000 42,000,000 -                    

利用料金収入 24,200,000 33,005,108 8,805,108

合　　　　　　　計 66,200,000 75,005,108 8,805,108

項　　　　　　　目 予算額 決算額 増減額 備考

人件費 18,392,000 27,236,626 8,844,626

運

営

費

旅費交通費 300,000 432,029 132,029

会議費 -                    11,070 11,070

200,000 6,952 △ 193,048

消耗品費 850,000 848,403 △ 1,597

500,000 870,179 370,179

燃料費 300,000 46,030 △ 253,970

印刷製本費

300,000 170,000       △ 130,000

光熱水費 16,000,000 17,489,972 1,489,972

修繕費

400,000 361,156 △ 38,844

役務費 600,000 782,577 182,577 通信費、保険料、手数料

広告宣伝費

28,000 28,000 -                    

委託料 26,000,000 29,326,320 3,326,320

使用料・賃借料

46,628,000 50,386,688 3,758,688

備品購入費 200,000 -                    △ 200,000

負担金

1,180,000 1,090,521 △ 89,479

公課費 950,000 14,000 △ 936,000

小　　　　　計

決算額 担当課

小　　　　　計 1,180,000 1,090,521 △ 89,479

合　　　　　　　計

事

業

費

活性化事業費

文化会館管理業務（指定管理料） 42,000,000 文化交流推進課

66,200,000 78,713,835 12,513,835

△ 3,708,727

事業名



４．管理運営状況について

＊評価（Ａ～Ｃ）の定義

　Ａ・・・協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。

　Ｂ・・・協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。

　Ｃ・・・協定書等を遵守しているものの、内容の一部に課題がある、または改善の必要な内容である。

＊施設所管課　所見　

（＊１）履行確認・・・協定書や仕様書等に定められた事業や業務等の履行状況の確認を行います。

（＊２）サービス水準・・・どの程度の水準のサービスを提供しているのかについて測定・評価します。

（＊３）安定性評価・・・サービス提供の継続性・安定性について収支状況や事業計画と実績との比較等

　　    により確認・評価を行います。

H29

  ホームページに貸館状況及び公演情報を掲載し利用促進に努めたほか、事務所前

やロビーに公演情報や市主催事業の掲示コーナーを設置し、施設利用の活性化、

貸館利用促進を図った。また電子媒体による情報発信のほか、チラシやポスター

を関連施設等に配布し、集客に努めた。

利用料金及

び使用料収

入について

　平成26年度末の徳島市文化センター閉館に伴い、平成27年以降は利用件数が伸びてお

り、平成2９年度の利用料金収入は過去最高となった。

利用サー

ビス向上

策

指定期間

共通

　イベント興行者への情報発信を行うことで、利用者の増加に努めた。

　主催者、来場者の声を聴くためにアンケートを実施し、環境改善に努めた。

　館の管理運営については、舞台を含む館内修繕及び館外修繕について担当課と

協議しながら実施し、適切な維持管理と利用者の利便性向上に努めた。

H26

　大型トラック搬入口にゴム製スロープを設置したことによる段差の解消や大型

イベント開催時には人員を増員しての駐車場周辺の交通整理、主催者の要望に対

応した開館時間の延長、定期的な周辺の草刈り・清掃など、利用サービスの向上

に努めた。

H27

　ホームページを刷新して貸館情報だけでなく、利用団体の公演情報やスタッフ

ブログによるリアルタイムの情報など施設で行われている活動の情報を集約し発

信するとともに、定期的な周辺の清掃や案内表示看板の整備など、利用サービス

の向上に努めた。

H28

H28

      ホール ２１３件１１４，９３３人

  リハーサル室 ２８６件 ５，０２７人

展示室･特別会議室１６１件１,６３５人

安定性評価（＊３）

H29

　　ホール ２０６件１３４，７４１人

 リハーサル室 ２８３件　３，４７８人

展示室･特別会議室 １２４件  ７９９人

　指定管理の経理と団体の経理

を区分して適切に管理してい

る。

　ホームページの充実や自主事業時に来場者へのアンケートを実施するなど、利

用者への利便性向上を図るとともに、地元小学生を対象にしたアウトリーチや市

民参加のワークショップを開催するなど、地域交流を積極的に行った。

施設所管課　所見

H26

　 　ホール １６１件 ７４,５４８人

  リハーサル室 １７４件 １０,１４７人

展示室･特別会議室 １１４件７,８３６人

履行確認（＊１）

　施設、設備の点検、管理や警

備、清掃など適切に行ってい

る。

H27

      ホール １８７件 ９９，０４４人

  リハーサル室 １９６件 ２，８６７人

展示室･特別会議室１１７件１,７５８人

サービス水準（＊２）

　利用者の利便性向上や活性化

事業を積極的に展開し、会館の

活性化に努めた。

H29 ３０８日 H29

９時～２２時

（催しにより早朝・延長あり）

利用者

(件)数

及び

施設使用

者(件)数

H25

　　　ホール １６３件 ９８,０３３人

リハーサル室 １５４件 １２,６１４人

展示室･特別会議室  ４７件 ６,２９１人

モニタリング

評価結果

評価

（Ａ～Ｃ）
B

H27 ３１８日 H27

９時～２２時

（催しにより早朝・延長あり）

H28 ３１２日 H28

９時～２２時

（催しにより早朝・延長あり）

開館日数

導入前 ２９５日

開館時間

導入前

９時～２２時

（催しにより早朝・延長あり）

H26 ３０７日 H26

９時～２２時

（催しにより早朝・延長あり）


